
○宜野湾市指名競争入札参加者の指名等に関する規程 

昭和60年９月10日 

訓令第９号 

改正 昭和62年３月31日訓令第10号 

昭和63年１月18日訓令第１号 

昭和63年８月19日訓令第11号 

平成元年３月28日訓令第７号 

平成４年３月30日訓令第11号 

平成８年４月11日訓令第９号 

平成８年４月30日訓令第11号 

平成11年８月３日訓令第15号 

平成11年８月17日訓令第17号 

平成12年３月31日訓令第４号 

平成12年６月13日訓令第28号 

平成14年３月26日訓令第６号 

平成15年４月４日訓令第11号 

平成16年８月２日訓令第16号 

平成19年３月30日訓令第15号 

平成19年４月27日訓令第25号 

平成21年３月31日訓令第８号 

平成22年10月18日訓令第20号 

平成25年１月７日訓令第１号 

平成25年５月21日訓令第22号 

平成28年６月13日訓令第13号 

平成29年８月21日訓令第18号 

平成30年２月22日訓令第４号 

(目的) 

第１条 この訓令は、本市が行う指名競争入札等に関する基本的事項を定め、業



者の指名等を公正に行うとともに事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的

とする。 

(審査委員会の設置) 

第２条 業者の指名等に関し、必要な事項を審査するため、宜野湾市指名競争入

札参加者の指名等に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置す

る。 

(組織) 

第３条 審査委員会は、第１審査委員会及び第２審査委員会とし、その組織は、

それぞれ次の各号のとおりとする。 

(１) 第１審査委員会 

委員長 副市長 

副委員長 総務部長 

委員 企画部長、市民経済部長、福祉推進部長、健康推進部長、建設部長、

基地政策部長、上下水道局長、教育部長 

(２) 第２審査委員会 

委員長 総務部長 

副委員長 総務部次長 

委員 企画部次長、市民経済部次長、福祉推進部次長、健康推進部次長、

建設部次長、基地政策部次長、上下水道局次長、消防本部次長、教育部次長

及び指導部次長 

(委員長及び副委員長) 

第４条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けた

ときは、その職務を代理する。 

(職務) 

第５条 審査委員会は、それぞれ次の各号に掲げる事項を審査するものとする。

ただし、上下水道事業関係については、上下水道事業管理者の依頼により行う

ものとする。 



(１) 第１審査委員会 

第８条第１号から第３号まで及び第５号並びに第９条に規定する事項 

(２) 第２審査委員会 

第８条第４号及び第５号並びに第９条に規定する事項 

(会議) 

第６条 審査委員会は、委員長がその都度招集する。 

２ 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 

３ 審査委員会の議事は、出席委員の過半数でもつて決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

(関係者の出席) 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、当該事案

に関し、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

(審査願) 

第８条 事業担当課長は、次の各号に掲げる事項の指名競争入札参加者の指名に

あたつては、指名競争入札参加者審査願(様式第１号)を審査委員会に提出し、

審査に付さなければならない。 

(１) 設計価格1,000万円以上の工事請負に関するもの 

(２) 設計価格500万円以上の設計及び測量等各種建設コンサルタント業務の

委託に関するもの 

(３) 見積価格2,000万円以上の物品購入、清掃及び警備業務委託、製造の請負、

賃貸借、施設維持管理その他契約に関するもの 

(４) 見積価格300万円以上2,000万円未満の物品購入、清掃及び警備業務委託、

製造の請負、賃貸借、施設維持管理その他契約に関するもの 

(５) その他市長が必要と認めるもの 

(不正行為の審査等) 

第９条 事業担当課長は、不正又は別表に掲げる事項の一に該当する事実がある

と認めたときは、速やかに不正行為報告書(様式第３号)により市長又は上下水

道事業管理者に報告するとともに不正行為審査願(様式第４号)により審査委員



会の審査に付さなければならない。 

(報告) 

第10条 委員長は、審査委員会で審査したその結果を、審査結果報告書(様式第５

号)により、市長又は上下水道事業管理者に報告しなければならない。 

(業者の指名及び処分等) 

第11条 市長又は上下水道事業管理者は、前条の規定により報告を受けたときは、

業者の指名及び処分を決定するものとする。 

２ 指名停止の基準は、別表に定めるとおりとする。 

３ 指名停止の起算日は、処分を決定した日からとする。 

(指名停止の通知) 

第12条 市長又は上下水道事業管理者は、前条の規定により指名停止の処分を決

定したときには、指名停止通知書(様式第６号)により当該業者に通知するもの

とする。 

(入札等執行依頼) 

第13条 事業担当部長は、指名競争入札を執行する場合は、入札等執行依頼書(様

式第７号)を総務部長に提出するものとする。 

(庶務) 

第14条 第１及び第２審査委員会の庶務は契約検査担当部課において処理する。 

(委任) 

第15条 この訓令に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が審査委員会の議を経て定めるものとする。 

附 則 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

２ 宜野湾市指名競争入札参加者の指名に関する審査会規程(昭和53年宜野湾市

訓令第11号)は、廃止する。 

附 則(昭和62年３月31日訓令第10号) 

この訓令は、昭和62年４月１日から施行する。 

附 則(昭和63年１月18日訓令第１号) 



この訓令は、昭和63年４月１日から施行する。 

附 則(昭和63年８月19日訓令第11号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成元年３月28日訓令第７号) 

この訓令は、平成元年４月１日から施行する。 

附 則(平成４年３月30日訓令第11号) 

この訓令は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則(平成８年４月11日訓令第９号) 

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の宜野湾市指名競争入札参加者の指

名等に関する規程は、平成８年４月１日から適用する。 

附 則(平成８年４月30日訓令第11号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成11年８月３日訓令第15号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成11年８月17日訓令第17号) 

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の宜野湾市指名競争入札参加者の指

名等に関する規程の規定は、平成11年７月１日から適用する。 

附 則(平成12年３月31日訓令第４号) 

この訓令は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則(平成12年６月13日訓令第28号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成14年３月26日訓令第６号) 

この訓令は、平成14年４月１日から施行する。 

附 則(平成15年４月４日訓令第11号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成16年８月２日訓令第16号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成19年３月30日訓令第15号) 



この訓令は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則(平成19年４月27日訓令第25号) 

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の宜野湾市指名競争入札参加者の指

名等に関する規程の規定は、平成19年４月１日から適用する。 

附 則(平成21年３月31日訓令第８号) 

この訓令は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則(平成22年10月18日訓令第20号) 

この訓令は、平成22年11月１日から施行する。 

附 則(平成25年１月７日訓令第１号) 

この訓令は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則(平成25年５月21日訓令第22号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成28年６月13日訓令第13号) 

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の宜野湾市指名競争入札参加者の指

名等に関する規程の規定は、平成28年４月１日から適用する。 

附 則(平成29年８月21日訓令第18号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則(平成30年２月22日訓令第４号) 

この訓令は、平成30年４月１日から施行する。 

別表(第９条、第11条関係) 

指名停止基準事項 停止期間 

１ 契約の履行に当たり、故意又は過失により、工事若しくは製造

及び受託業務等を粗雑にし、物件の品質若しくは数量に関して不

正な行為をした者 

３箇月以上９

箇月以内 

２ 競争入札又はせり売りにおいてその公正な執行を妨げた者又

は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連

合した者 

３箇月以上12

箇月以内 

３ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約の履行するこ ２箇月以上12



とを妨げた者 箇月以内 

４ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の２第１項の規定に

よる監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

２箇月以上６

箇月以内 

５ 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者で次に掲げる者   

(１) 入札し、落札決定したにもかかわらず、契約締結を拒んだ

者 

３箇月以上12

箇月以内 

(２) 契約書の規定に基づき、当該業者の責により契約を解除さ

れた者 

６箇月以上12

箇月以内 

６ 業務に関し、法令又は契約に違反し、契約相手方として不適当

であると認められたとき 

１箇月以上６

箇月以内 

７ 業務に関し、暴力、贈賄等不正行為により起訴された者及びこ

れらの者を代理人、支配人その他相当の地位にある者を使用人と

して使用している者 

３箇月以上12

箇月以内 

８ 請負業者の責に帰す理由により、工事現場等において重大な事

故を発生させた者で次に掲げる場合 

  

(１) 死亡者を出したとき ３箇月以上６

箇月以内 

(２) 負傷者を出したとき １箇月以上３

箇月以内 

(３) その他重大な事故を発生させたとき １箇月以上３

箇月以内 

９ 市工事の施工に関し、工事の全部又は大部分を注文者の書面に

よる承諾を受けることなく、一括して第三者に請負わせ、又は請

負つた場合 

１箇月以上６

箇月以内 

10 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であると

き又は暴力団関係者が有資格業者の経営に事実上参加している

とき。 

当該認定をし

た日から12箇

月を経過し、

かつ改善され



たと認められ

るまで。 

11 有資格業者又は有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第

三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもつ

て、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると

き。 

当該認定をし

た日から６箇

月以上12箇月

以内 

12 有資格業者又は有資格業者の役員等が、いかなる名義をもつて

するを問わず、暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産

上の利益を不当に与えたと認められるとき。 

当該認定をし

た日から６箇

月以上12箇月

以内 

13 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団の関

係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 

当該認定をし

た日から２箇

月以上６箇月

以内 

14 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であるこ

とを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき 

当該認定をし

た日から２箇

月以上６箇月

以内 

15 有資格業者又は有資格業者の役員等が、市発注工事に関し、暴

力団関係者から不当介入を受け、又は不当介入による被害を受け

たにもかかわらず、市への報告及び所轄の警察署への通報を怠っ

たとき。 

２箇月以上６

箇月以内 

16 その他審査委員会において指名停止の措置を必要と認めた者 １箇月以上６

箇月以内 



 



 



 



 



 



 



様式第１号(第８条関係) 

様式第２号 削除 

様式第３号(第９条関係) 

様式第４号(第９条関係) 

様式第５号(第10条関係) 

様式第６号(第12条関係) 

様式第７号(第13条関係) 

 


